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○学生の懲戒処分等に関する規程  

第 １ 章  総  則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程は、 愛 知 淑 徳 大 学学 則（ 以 下 、「 学則 」 と いう 。） 第 ４ ９ 条第 ５ 項及

び 愛 知 淑 徳 大 学 大学院 学 則 （ 以 下 、「 大学院 学 則 」 と い う 。）第４ ２ 条 第 ４ 項 の 規定

に 基 づ き 、 学 生 の懲戒 処 分 等 に 関 し て必要 な 事 項 を 定 め る。  

２  懲 戒 は 、 懲 戒の対 象 と な る 行 為 の様態 、 結 果 を 総 合 的に判 断 し 、 教 育 的 配慮に 基

づ い て 行 う 。  

（ 懲 戒 処 分 等 の 対象と な る 行 為 ）  

第 ２ 条  懲 戒 処 分 等の 対 象 と な る 行 為（以 下 、「 対 象 行為 」 とい う 。） は 、次 の 各 号に

定 め る と お り と する。  

（ １ ）  本 学 の 教 育 、 研 究活動 を 妨 害 す る 行 為  

（ ２ ）  本 学 の 施 設 、 環 境を破 壊 す る 行 為  

（ ３ ）  定 期 試 験 、 論 文 作成等 に お け る 不 正 行為  

（ ４ ）  本 学 の 規 則 、 諸 規程等 に 反 す る 行 為  

（ ５ ）  ハ ラ ス メ ン ト  

（ ６ ）  不 正 ア ク セ ス 等 情報倫 理 に 反 す る 行 為  

（ ７ ）  他 者 に 対 し 心 身 の苦痛 を 与 え る 行 為 、また は 暴 力 行 為  

（ ８ ）  犯 罪 等 の 反 社 会 的行為  

（ ９ ）  そ の 他 、 学 生 と しての 本 分 に 反 す る 行為  

（ 懲 戒 の 種 類 及 び内容 ）  

第 ３ 条  懲 戒 の 種 類は 、学 則 及 び 大 学 院学 則 の 定 め る と ころに よ り 、次 の 各 号 に掲 げ

る も の と す る 。  

 （ １ ） 訓 告  学生に 対 し て 文 書 に より厳 重 な 注 意 を 与 えると と も に 、 反 省 文の提 出

を 義 務 付 け る こ と。  

 （ ２ ） 停 学  有期ま た は 無 期 と し 、この 間 の 登 校 を 禁 止し、 謹 慎 さ せ る こ と。有 期

停 学 の 期 間 は ６ か月以 内 と す る 。  

 （ ３ ） 退 学  学生と し て の 身 分 を 喪失さ せ る こ と 。  

２  停 学 期 間 は 、暦日 計 算 に よ る 。  
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３  停 学 期 間 は 、学則 第 ６ 条 ま た は 大学院 学 則 第 ３ 条 、 第５条 に 規 定 す る 在 学年限 に

含 め 、 修 業 年 限 に含め な い も の と す る。た だ し 、 停 学 期 間が３ か 月 以 内 で あ る場合

に は 、 修 業 年 限 に含め る こ と が で き る。  

４  休 学 中 の 学 生が、 停 学 処 分 を 受 けた場 合 は 、 た だ ち に休学 を 解 除 す る 。  

５  退 学 は 、 第 ２条に 定 め る 行 為 を 行った 者 で 、 著 し く 性行不 良 で 改 善 の 見 込みが な

い と 認 め ら れ る 者に対 し て 行 う 。  

（ 教 育 的 措 置 と 種類）  

第 ４ 条  前 条 に 定める ほ か 、 学生 の 反 省を 促 す こ と を 目 的とし て 、 教 育的 措 置 を行 う

こ と が で き る 。  

２  教 育 的 措 置 の種類 は 、 口 頭 に よ る厳重 注 意 ま た は 注 意とす る 。  

（ 定 期 試 験 、 論 文作成 等 に お け る 不 正行為 ）  

第 ５ 条  定 期 試 験 、論 文 作 成 等 に お ける不 正 行 為 に つ い ては、懲 戒 等 に 加 え て 、当 該

学 生 の 懲 戒 処 分 等の対 象 と な っ た 試 験科目 の 単 位 を 無 効 とする 。  

 

第 ２ 章  懲 戒 処 分等の 手 続 き 等  

（ 懲 戒 処 分 等 の 手続き ）  

第 ６ 条  学 部 長 、 研究 科 長 、 留 学 生別 科主 任 （ 以 下 、「 学 部 長等 」 と い う 。） は 、 第２

条 に 該 当 す る 懲 戒 処 分 等 の 対 象 と な る 事 案 (以 下 、「 対 象 事 案 」 と い う 。 )  の 報 告

を 受 け た と き は、 ただ ち に 所 属 の 学 生生活 委 員 会 に 対 し、 事実 関 係 の 調 査 を 行うよ

う 依 頼 す る 。 なお 、対 象 行 為 に 複 数 の学部 等 の 学 生 が 関 与して い る 場 合 は 、予 め当

該 学 生 が 所 属 す る学部 長 等 と の 間 で 協議を 行 う こ と と す る。  

２  学 部 等 の 学 生生活 委 員 会 の 行 う 対象事 案 の 事 実 確 認 におい て は 、 ２ 名 以 上の学 生

生 活 委 員 で 事 情 聴取を 行 う も の と す る。う ち １ 名 は 、 当 該学生 の ア ド バ イ ザ ーが代

行 で き る 。  

３  学 部 等 の 学 生生活 委 員 会 は 、 事 情聴取 に あ た り 、 当 該学生 に 対 し 口 頭 ま たは文 書

に よ る 弁 明 の 機 会を与 え な け れ ば な らない 。 た だ し 、 当 該学生 が 心 身 の 故 障 、身柄

の 拘 束 、 長 期 旅 行、そ の 他 の 事 由 に より口 頭 に よ る 意 見 陳述が で き な い と き は、こ

れ に 替 え て 文 書 による 意 見 提 出 の 機 会を与 え る も の と す る。  

４  学 部 等 の 学 生生活 委 員 会 は 、 調 査結果 に 基 づ く 報 告 書を作 成 し 、 学 部 長 等に報 告

す る 。  

５  学 部 長 等 は 、懲戒 処 分 等 に 相 当 すると 判 断 し た と き は懲戒 処 分 等 原 案 （ 様式第 １

号 ） を 作 成 し た 上で、 前 項 報 告 書 と ともに 学 生 部 長 に 提 出する 。  



第２編 大学 （学生の懲戒処分等に関する規程） 

 
 

６  学 部 長 等 は 、懲戒 処 分 の 決 定 前 に、必 要 と 認 め る と きは、 当 該 学 生 に 対 して登 校

停 止 を 命 ず る こ とがで き る 。 な お 、 登校停 止 の 期 間 は 、 停学期 間 に 算 入 で き るもの

と す る 。  

７  学 生 部 長 は 、学部 長 等 か ら の 報 告を受 け た 後 、 全 学 の学生 生 活 委 員 会 を 開催し 、

懲 戒 処 分 等 を 審 議する 。 懲 戒 処 分 等 の審議 は 、 全 委 員 の ４分の ３ 以 上 が 出 席 しなけ

れ ば な ら な い 。  

８  全 学 の 学 生 生活委 員 会 の 懲 戒 処 分等の 議 決 は 、 全 委 員の３ 分 の ２ 以 上 の 賛成を 必

要 と す る 。学 生 部長 は、審 議 結 果 を 懲 戒処 分等 審 議 報 告 書（ 様式 第２ 号 ）に 記 載 し 、

学 部 長 等 に 提 出 する。  

９  学 部 長 等 は 、第４ 項 に 規 定 す る 報告書 及 び 第 ８ 項 に 規定す る 懲 戒 処 分 等 の審議 結

果 に 基 づ き 、 教 授会、 研 究 科 委 員 会 、別科 教 員 会 議 （ 以 下 、「教 授 会 等 」 と い う 。）

の 議 に 付 す 。  

１ ０  学 部 長 等 は 、前項 に よ る 審 議 結 果を懲 戒 処 分 等 申 請 書（ 様式 第 ３ 号 ）に 記 載 し 、

学 長 に 提 出 す る 。  

（ 懲 戒 処 分 等 の 決定）  

第 ７ 条  学 長 は、 前条 第 １ ０ 項 に よ る懲戒 処 分 等 申 請 書 に基づ き 、 大 学協 議 会 の審 議

を 参 考 に 、 懲 戒 処分等 を 決 定 す る 。  

２  学 長 は 、 前 項に基 づ く 懲 戒 処 分 等の内 容 を 学 部 長 等 に報告 す る 。  

（ 懲 戒 処 分 等 の 告知）  

第 ８ 条  学 長 は、 学部 長 等 を 通 じ 、当 該学 生 に 対 し 懲 戒 処分告 知 書 （ 様 式 第４ 号） を

交 付 し て 懲 戒 処 分の告 知 を 行 う と と もに、 当 該 学 生 の 保 証人に 対 し 、 懲 戒 処 分通知

書 （ 様 式 第 ５ 号 ）を送 付 す る 。  

２  学 長 は 、 前 項によ り 懲 戒 処 分 の 告知を 行 っ た と き は 、懲戒 処 分 の 内 容 を 当該学 生

の 氏 名 を 伏 せ て 、学内 に 公 示 文 （ 様 式第６ 号 ） の 掲 示 を ３０日 間 行 う 。  

３  前 ２ 項 の 規 定に関 わ ら ず 、 教 育 的措置 の 告 知 は 、 学 部長等 が 当 該 学 生 に 対し、 口

頭 に よ り 行 う 。  

（ 停 学 期 間 中 の 指導）  

第 ９ 条  学 部 長 等は、 停 学 処 分を 受 け た学 生 に 対 し て、 必 要に 応 じ て 停 学 期 間中に 教

育 指 導 を 行 う 。  

２  学 部 長 等 は 、教育 指 導 に 必 要 と 判断す る 場 合 、 当 該 学生の 本 学 の 施 設 利 用を認 め

る こ と が で き る 。  
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（ 不 服 申 し 立 て 及び再 審 議 の 手 続 き ）  

第 １ ０ 条  第 ８ 条 第１ 項 に よ り 懲 戒 処分の 告 知 を 受 け た 学生は 、当 該 処 分 につ いて 不

服 が あ る 場 合 は 、学長 に 対 し 文 書 に より不 服 申 し 立 て を 行うこ と が で き る 。 不服申

し 立 て は 、 告 知 後速や か に 行 わ れ な ければ な ら な い 。  

２  学 長 は 、 前 項によ る 不 服 申 し 立 てがあ っ た と き は 、 学部長 等 に 対 し て 事 実関係 の

再 調 査 及 び 処 分 の適否 に つ い て 、 再 審議を 命 じ る 。  

３  学 部 長 等 は 所属の 学 生 生 活 委 員 会に対 し 再 調 査 及 び 再審議 を 行 わ せ 、同 委 員会は 、

そ の 結 果 を １ ５ 日以内 に 学 部 長 等 に 報告し な け れ ば な ら ない。  

４  再 調 査 及 び 再審議 の 結 果 、 対 象 行為に 事 実 誤 認 が あ った場 合 、 ま た は 当 該懲戒 処

分 の 内 容 を 減 免 する必 要 が あ る 場 合 には、 懲 戒 処 分 の 取 り消し ま た は 懲 戒 処 分の内

容 を 変 更 し な け ればな ら な い 。 こ の 場合の 手 続 き は 、 第 ６条か ら 第 ８ 条 の 規 定を準

用 す る 。  

（ 無 期 停 学 の 解 除）  

第 １ １ 条  学 部 長 等 は 、 学 生 部 長 と 協 議 の 上 、 無 期 停 学 処 分 を 受 け た 学 生 に つ い て 、

そ の 反 省 の 程 度 及び学 習 意 欲 等 を 総 合的に 判 断 し て 、 そ の処分 を 解 除 す る こ とが適

当 で あ る と 判 断 したと き は 、 全 学 の 学生生 活 委 員 会 及 び 教授会 等 に お い て 審 議し、

停 学 処 分 の 解 除 を停学 処 分 解 除 申 請 書（様 式 第 ７ 号 ） に 記載し 、 学 長 に 提 出 するこ

と が で き る 。  

２  学 長 は 、 前 項の申 請 が あ っ た と きは、 大 学 協 議 会 の 審議を 参 考 に 当 該 処 分の解 除

の 可 否 を 決 定 す るとと も に 、 学 部 長 等に報 告 す る 。  

３  無 期 停 学 は 、原則と し て ６ か 月 を 経過し た 後 で な け れ ば解除 す る こ と が で きない 。 

４  学 長 は 、 学 部長等 を 通 じ 、 当 該 学生に 対 し 停 学 処 分 解除告 知 書 （ 様 式 第 ８号） を

交 付 し て 無 期 停 学の解 除 を 行 う と と もに、 当 該 学 生 の 保 証人に 対 し 、 停 学 処 分解除

通 知 書 （ 様 式 第 ９号） を 送 付 す る 。  

（ ハ ラ ス メ ン ト ）  

第 １ ２ 条  第 ２ 条 第１ 項 第 ５ 号 に 該 当する 事 案 に つ い て は 、本 規 程 に 関 わ ら ず 、愛 知

淑 徳 大 学 ハ ラ ス メント 防 止 の た め の ガイド ラ イ ン に 定 め るとこ ろ に よ る 。  

（ 懲 戒 に 関 す る 記録の 保 存 ）  

第 １ ３ 条  学 生 部 長は 、学 生 事 務 室 また は教 学 事 務 室 に 指 示して 、学 生 懲 戒 記 録簿（様

式 第 １ ０ 号 ） に 懲戒処 分 の 内 容 を 記 載する と と も に 、 懲 戒処分 等 に 関 す る 文 書を保

存 し な け れ ば な らない 。 さ ら に 、 学 務シス テ ム で の 当 該 学生の 学 生 情 報 一 覧 の賞罰

情 報 に 懲 戒 処 分 の内容 を 記 録 す る 。  
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（ 懲 戒 処 分 等 に 関する 文 書 ）  

第 １ ４ 条  懲 戒 処 分等 に 関 す る 文 書 は、懲 戒 処 分 等 原 案、 懲戒 処 分 等 審 議 報 告書、 懲

戒 処 分 等 申 請 書 、懲 戒処 分 告 知 書 、懲 戒処 分通 知 書 、公 示 文 、停学処 分 解 除 申 請 書 、

停 学 処 分 解 除 告 知書、 停 学 処 分 解 除 通知書 、 学 生 懲 戒 記 録簿と す る 。  

（ 処 分 の 適 正 実 施の確 認 ）  

第 １ ５ 条  学 部 長 等は 、懲 戒 処 分 等が 適正 に 実 施 さ れ て いるか 否 か を 所 属 の 学生生 活

委 員 会 に 確 認 さ せるこ と が で き る 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 １ ６ 条  懲 戒 手 続き に 関 与 し た 者 は、学 生 の 名 誉 と プ ライバ シ ー を 侵 害 す ること が

な い よ う 、 職 務 上知り 得 た 秘 密 を 漏 らして は な ら な い 。 また、 職 を 退 い た 後 も同様

と す る 。  

（ 改 廃 ）  

第 １ ７ 条  こ の 規 程の 改 廃 に つ い て は、大 学 協 議 会 の 議 を経て 学 長 が 行 う 。  

 

附  則  

１  こ の 規 程 は 、平成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

２  愛 知 淑 徳 大 学学生 懲 戒 規 程 （ 平 成１２ 年 ４ 月 １ 日 施 行）は 廃 止 す る 。  

３  愛 知 淑 徳 大 学学生 懲 戒 規 程 適 用 内規（平 成 ８ 年 ７ 月 ２ ３日施 行 ）は 廃 止 す る 。  

４  愛 知 淑 徳 大 学学生 懲 戒 規 程 適 用 基準（平 成 ８ 年 ７ 月 ２ ３日施 行 ）は 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２１ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２２ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２７ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成３１ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

 


